
質  問  回  答  書 

 

１．入札（見積）日：令和 ６年 ５月 ９日 

 

２．件 名：五十公野公園陸上競技場乗用芝刈機賃貸借 

 

３．質問・回答事項 

 

質 問 回 答 

本物件は乗用のため小型特殊自動車に該当し、

新発田市様から課税標識の交付を受けて毎年軽

自動車税の支払いを行うことでよろしいです

か。 

1. ご質問にあるとおり、課税標識の交付を受けて

ください。軽自動車税については、新発田市が

使用者となる場合、減免の対象となることから

別途、手続きをお願いします 

 

 


